
平成２９年度中小企業・中小企業組合関係 

 税 制 改 正 の ポ イ ン ト 
全国中小企業団体中央会 

所得拡大促進税制
の拡充 

サービス業の 
設備投資減税の 
対象設備の拡大 

法人税軽減税率 
の延長 

事業承継税制の 
雇用要件緩和等 

研究開発税制の 
控除率の引上げ 

配偶者控除 
の見直し 

所得拡大促進税制の拡充 

■中小企業は、現行の支援措置
（平成24年度からの給与増加額
10％税額控除）に加え、２％以上
賃上げした企業は、前年度からの
給与増加額の22％税額控除（賃
上げに伴う社会保険料負担を上
回る控除率） 

■平成３０年３月３１日 

適用期限 

サービス業の設備投資減税の対象設備の拡大 

全国中央会は生産性向上・取引力強化を支援します！ 

セルフレジ 

■ 中小企業等経営強化法の認定を受けた事業
者が利用できる固定資産税特例（1/2に軽減）の

対象に、商店、飲食店、サービス業等で利用さ
れる一定の器具備品（冷蔵陳列棚、業務用冷蔵
庫等）、建物附属設備（空調設備、エレベーター
等）が追加（※最低賃金が全国平均以上の地域
（７都府県：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
愛知県、京都府、大阪府）においては、労働生
産性が全国平均未満の業種に対象が限定）。 

■中小企業投資促進税制の上乗せ措置（即時
償却等）についても対象に器具備品等が追加。
名称は中小企業経営強化税制（中小企業等経
営強化法の認定が必要） 。 



事業承継税制の雇用要件緩和及び株式の評価方法の見直し 

■協同組合を含めた中小法人の
法人税の軽減税率（所得８００万
円まで１５％に軽減）を２年間延
長（平成３０年度末まで）。 

研究開発税制の控除率の引上げ 

■雇用要件（５年間平均８割）について、
従業員５人未満の企業が従業員１人
減った場合、適用可能。 

■被災や主要取引先の倒産等により売
上が減少した場合には雇用要件が緩和。 

配偶者控除の見直し 

そ
の
他 

全国中小企業団体中央会 電話03-3523-4902 

法人税軽減税率の延長 

雇用要件の緩和 

■取引相場のない株式の評価方式について、上場株価の急激な変動等、中小企業の収
益の改善を中小企業の株価に過度に反映しないよう、類似業種比準方式等を見直し。 

株式の評価方式の見直し 

■研究開発費の増加率が５％を超える場合、
最大１７％まで控除割合を上乗せ（※控除
の上限について、研究開発費の増加率が
５％を超える場合には、１０％上乗せ（最大
３５％まで）。  

○ビッグデータ等を活用した第４次産業革命
型の「サービス開発」も支援対象に追加。 

中小企業投資促進税制
適用期限の延長 

商業・サービス業等活性
化税制の適用期限延長 

協同組合貸倒引当金 
特例の延長 

協同組合等受取配当金 
益金不算入の特例創設 

地域未来投資促進税制 
の創設 

車体課税 
見直し 

上記内容平成２９年度税制改正大綱も収録！！ 

「中小企業組合関係税制のあらまし」（平成２９年２月発行予定） 

全国中小企業団体中央会 編集・発行 

中小企業関係
税制が一目で
わかる！！ 

■所得控除額38 万円の対象とな

る配偶者の給与収入金額の上限
を150 万円（合計所得金額85 万

円）に引上げ。控除額は逓減し、
配偶者の給与収入金額約201 
万円（合計所得金額123 万円）で
消失。 

■納税者本人に所得制限を導入。
給与収入金額1,120 万円（合計所
得金額900 万円）で控除額が逓減
を開始し、1,220 万円（合計所得金
額1,000 万円）で消失。 


